
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
特
定
事
業
者
の
責
務
」
を
「
特
定
事
業
者
等
の
責
務
」
に
、

「
第
七
章　

雑
則
（
第
三
十
四
条
―
第
三
十
六
条
）
」
を

「
第
七
章　

支
援
措
置
等
（
第
三
十
四
条
・
第
三
十
四
条
の
二
）　

に
改
め
る
。

第
七
章
の
二　

雑
則
（
第
三
十
五
条
・
第
三
十
六
条
）　
　
　

」

第
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

県
民
は
、
飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
飲
酒
運
転
を
現
に
行
お
う
と
し
、
又
は
飲

酒
運
転
を
行
っ
た
者
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
当
該
事
実
を
警
察
官
に
通
報
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
受
診
義
務
等
）

第
八
条　

前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
違
反
し
て
飲
酒
運
転
を
行
い
、
道
路
交
通
法
第
百
十
七
条
の

二
第
一
号
又
は
同
法
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
状
態
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た

者
（
以
下
「
違
反
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
選
択
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
（
以
下

「
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
診
察
又
は
知
事
が
指
定
す

る
方
法
に
よ
る
飲
酒
行
動
に
関
す
る
指
導
の
い
ず
れ
か
を
受
け
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知

事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な

い
。

一　

事
情
に
よ
り
指
定
医
療
機
関
以
外
の
医
療
機
関
の
受
診
を
申
し
出
、
知
事
が
や
む
を
得
な
い
と

認
め
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
診
断
書
を
提
出
し
た
と
き
。

二　

過
去
に
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
医
療
機
関
以
外
の
医
療
機
関
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の

を
受
診
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
診
断
書
（
受
診
後
規
則
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
も

の
は
除
く
。
）
を
提
出
し
た
と
き
又
は
既
に
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る

と
き
。

三　

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
違
反
者
に
対
し
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
の
診
察
又

は
知
事
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
る
飲
酒
行
動
に
関
す
る
指
導
に
係
る
事
項
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
の
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

知
事
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
違
反
者
が
期
限
ま
で
に
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
を
し
な
い
と

目

次

条

例
（
第
二
十
七
号
）

○
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

	
	

（
議
会
事
務
局
調
査
課
）
…
…
…
…
…
一

公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

◇
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

	

（
議
会
事
務
局
調
査
課
）

１　

飲
酒
運
転
を
行
う
者
が
後
を
絶
た
ず
、
飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故
も
依
然
と
し
て
多
発
し
て
い
る
本

県
の
現
状
に
鑑
み
、
道
路
交
通
法
違
反
の
飲
酒
運
転
で
検
挙
さ
れ
た
者
に
は
全
て
、
初
回
か
ら
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
診
断
等
を
義
務
付
け
、
併
せ
て
指
定
医
療
機
関
の
整
備
、
通
報
義
務
対
象

者
の
拡
大
等
を
行
う
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
一
部
の
規
定
は
同
年
九
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
し
た
。

条

例

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る

。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

福
岡
県
条
例
第
二
十
七
号

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
の
一
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き
は
、
当
該
違
反
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
診
察
又
は
指
導
を
受
け
、
報
告
を
行
う
よ
う
勧
告

す
る
も
の
と
す
る
。

４　

第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
違
反
者
が
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
再
び
違
反
者
と
な
っ
た
と
き
は
、

知
事
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
期
限
を
定
め
、
指
定
医
療
機
関
の
受
診
を
命

ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
当
該
命
令
を
受
け
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
に

限
り
、
受
診
期
限
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

違
反
者
が
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
受
診
し
た
医
療
機
関
の
診
断
書
（
受
診
後
規
則
で
定
め
る

期
間
を
経
過
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
提
出
し
た
と
き
。

二　

違
反
者
が
既
に
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
と
き
。

三　

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

５　

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
医
療
機
関
の
診
察
を
受
け
た
違
反
者
は
、
そ
の
旨
を
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
条
の
二　

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
違
反
者
で
知
事
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
る
飲
酒
行
動
に
関
す

る
指
導
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
継
続
的
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

２　

知
事
は
、
前
条
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
の
状
況
を
踏
ま
え
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症

の
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
指
定
医
療
機
関
の
診
察
を
受
け
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
前
条
第
三
項
又
は
第
六
項
」
を
「
第
八
条
第
四
項
」
に
、
「
前
条
第
三
項
第
一

号
」
を
「
同
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

 

（
指
定
医
療
機
関
の
整
備
）

第
九
条
の
二　

知
事
は
、
前
三
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
診
察
又
は
治

療
を
受
け
る
違
反
者
の
義
務
の
履
行
等
の
促
進
を
図
る
た
め
、
指
定
医
療
機
関
の
数
を
増
加
さ
せ
る

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
費
用
の
負
担
等
）

第
九
条
の
三　

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

診
察
そ
の
他
の
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
指
定
医
療
機
関
に
対
し
て
求
め
る
措
置
に
要
す
る
費
用
に

つ
い
て
、
負
担
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
中
「
第
八
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
四
項
」
に
、
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項

」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
違
反
者
に
準
じ
た
取
組
）

第
十
条
の
二　

第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
違
反
し
飲
酒
運
転
を
行
っ
た
者
の
う
ち
第
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
違
反
者
以
外
の
も
の
は
、
当
該
行
為
の
違
法
性
及
び
危
険
性
を
自
覚
す
る
と
と
も
に

、
再
び
飲
酒
運
転
を
行
う
こ
と
が
な
い
よ
う
第
八
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
準
じ
て

県
が
講
ず
る
措
置
に
応
じ
、
必
要
な
取
組
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
啓
発
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
治
療
し
」
を
「
指
導
若
し
く
は
治
療
を
受
け
」
に
、
「
、
治
療
」

を
「
、
指
導
若
し
く
は
治
療
を
受
け
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

第
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
取
組
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

家
族
は
、
取
組
を
支
援
し
、
目
的
達
成
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

「
第
五
章　

特
定
事
業
者
の
責
務
」
を
「
第
五
章　

特
定
事
業
者
等
の
責
務
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
飲
食
店
等
営
業
者
」
を
「
飲
食
店
営
業
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
通
報
義
務
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
四
項
に
規

定
す
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
」
を
「
第
二
条
第
三
項
の
タ
ク
シ
ー
事
業
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

２　

警
備
業
務
（
警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
者
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
二
条
第
二

項
の
自
動
車
運
送
事
業
に
従
事
す
る
者
（
前
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
そ
の
他
道
路
等
に
お
い

て
長
時
間
に
わ
た
り
保
守
、
管
理
等
の
業
務
に
従
事
す
る
者
は
、
そ
の
業
務
上
飲
酒
運
転
を
現
認
し

た
と
き
は
、
速
や
か
に
警
察
官
に
通
報
し
、
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
事
業
者
の
連
携
）

第
二
十
四
条
の
二　

特
定
事
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
事
業
者
の
関
係
団
体
等
と
も
連
携
し
、
本
章

に
規
定
さ
れ
た
責
務
を
適
切
に
果
た
す
と
と
も
に
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
県
又
は
市
町
村
の
取
組
に
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条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
九
条
の
改
正
規
定
、
第
十
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
一
条
の
改
正
規
定
、
第
十
二
条
の
改
正
規
定
及
び
第
三
十
七
条
の

改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　

（
経
過
措
置
）

２　

第
八
条
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
違
反
者
で
あ
る
者
に

つ
い
て
は
、
改
正
後
の
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
中
「
教
育
」
を
「
教
育
等
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
二　

前
条
の
規
定
に
基
づ
く
教
育
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
、
教
育
委
員
会
は
、
そ
の

所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
に
お
い
て
教
育
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
及
び
内
容
並

び
に
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
に
関
す
る
知
識
を
確
実
に
習
得
さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

２　

市
町
村
の
教
育
委
員
会
、
学
校
法
人
そ
の
他
前
条
第
一
項
の
教
育
機
関
の
設
置
者
は
、
そ
の
管
理

又
は
指
導
権
限
に
属
す
る
教
育
機
関
に
お
い
て
教
育
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
準
じ

た
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３　

教
育
委
員
会
は
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
及
び
内
容
等
の
県
民
へ
の
周
知
に
資
す
る
た
め
、
市
町
村
の

教
育
委
員
会
及
び
社
会
教
育
関
係
団
体
と
の
連
携
の
下
に
、
社
会
教
育
の
場
の
活
用
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

第
三
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
表
彰
等
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

知
事
は
、
前
条
の
優
れ
た
取
組
を
広
く
普
及
さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

「
第
七
章　

雑
則
」
を
「
第
七
章　

支
援
措
置
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
及
び
章
名
を
加
え
る
。

（
違
反
者
の
家
族
等
の
支
援
）

第
三
十
四
条
の
二　

県
は
、
違
反
者
又
は
違
反
者
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
及
び
そ
の
家
族
等
に
よ
る

自
主
的
な
飲
酒
運
転
防
止
の
取
組
に
対
し
、
指
定
医
療
機
関
の
医
療
従
事
者
そ
の
他
ア
ル
コ
ー
ル
依

存
症
に
関
す
る
知
識
・
経
験
を
有
す
る
者
、
飲
酒
運
転
撲
滅
活
動
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
等
が
迅
速
か
つ
適

切
に
支
援
で
き
る
よ
う
、
相
談
窓
口
の
設
置
及
び
連
絡
体
制
の
整
備
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

違
反
者
の
家
族
等
は
、
前
項
の
相
談
窓
口
等
の
支
援
を
積
極
的
に
活
用
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。第

七
章
の
二　

雑
則

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
六
項
」
を
「
第
八
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
項
の
見
出
し
を
「
（
施
行
期
日
）
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）　

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
改
正
規
定
、
同
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